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容量市場における市場支配力行使の防止策について
 本作業部会の中間とりまとめにおいて、「市場において支配的な事業者が存在する場合、その市
場支配力の行使により、売り惜しみや価格のつり上げといった悪影響が懸念される」ことから、こうし
た悪影響を防止するために必要な措置を検討していく必要があるとされた。

 昨年2/28に開催された第29回作業部会において、市場支配力の行使に対する防止策の基本
的な考え方の検討が行われたが、今後の容量市場の設計詳細を固めていく中で、具体的な監視
方法についても検討していくこととされた。

 この度、広域機関においてメインオークション募集要綱の公表を終え、容量市場の制度詳細が固
まりつつあるため、改めて、容量市場における市場支配力の行使を監視・規制するための方策につ
いてご議論いただきたい。

第29回制度検討作業部会資料



2

市場支配力の考え方
 第29回作業部会(2019年2月28日)において、市場支配力の考え方として、構造・行為・結果の3つの視点

から検討・評価を行う方針を事務局案として提示した。今回、それぞれの観点から市場支配力行使の防止策
について、より具体的、詳細な方法をご議論いただきたい。

第29回制度検討作業部会資料
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第29回制度検討作業部会資料
参考：主要供給者指数(PSI)について
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参考：主要供給者指数による評価方法
第29回制度検討作業部会資料
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論点②行為ー売り惜しみに対する監視の在り方

 売り惜しみに対する監視方法は、入札結果を踏まえて、市場支配的事業者の有する電源のうち容量市場に
参加しなかった電源について、その理由の説明を求めることとしてはどうか。具体的には、市場支配的事業者
には、入札結果後に、容量市場に応札した電源と応札しなかった電源の説明を求め、応札しなかった電源に
ついては、当該理由の説明を求めるとともに、その根拠となる資料の提出を求めることとしてはどうか。

 加えて、リクワイアメントを達成するために、運用上のリスク等を考慮して期待容量を下回る容量で入札すること
なども想定されるため、まずは、過去３カ年の稼働実績を下回る容量で入札する場合には、当該理由（リク
ワイアメントを達成するための運用上のリスクの考慮等）の説明を求めつつ、その実態を踏まえて、売り惜
しみとの関係を整理してはどうか。

 なお、監視の主体は、電力・ガス取引監視等委員会が行うこととしてはどうか。
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論点②行為ー価格のつり上げの防止（既設電源に対する入札行動)

 市場支配的事業者が、電源を維持するために容量市場から回収が必要な金額を不当に上回る価格で応札す
ることで、本来形成される約定価格よりも高い約定価格が形成される場合には、価格のつり上げに該当すると
考えられる。

 一般的には、発電事業者間の相対的な競争環境の観点から、既に相対契約を締結している等、運転を継続
することが確実な電源は落札の確実性が重視されると考えられる。また、休廃止を検討している電源は、実需
給年度の電源を維持・稼働するために、最低限必要な”維持管理コスト（電源を維持することで支払うコス
トから他市場収益を差し引いた額）”を入札価格とし、約定する場合には稼働継続し、約定しない場合には
休廃止を決定するといった入札行動が経済合理的であると考えられる。

 したがって、市場支配的事業者が、”維持管理コスト”で入札をしている場合には、価格のつり上げには該当し
ないとみなしてよいのではないか。なお、維持管理コストを超えた入札に対しては、価格つり上げに該当していな
いか、その合理性を監視していく必要があるのではないか。
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論点②行為ーペナルティの適用
 売り惜しみや価格のつり上げを行ったと考えられる事業者に対するペナルティは、例えば、売り惜しみや価格の

つり上げがはじめて行われた際には、所定の手続きにより、社名及び当該行為の内容を公表することとしては
どうか。それでもなお、当該行為が繰り返される場合には、市場退出によるペナルティや参入ペナルティの適
用等を検討することとしてはどうか。
ただし、特に悪質な行為や公正を害する行為については、初回からペナルティの対象とすることも考えられる。

 なお、ペナルティの適用に関しては、電力・ガス取引監視等委員会及び広域機関と連携の上、個々の事案毎
に検討することが適当ではないか。

 以上の整理を踏まえ、容量市場における市場支配力の行使の防止策の整理は、｢適正な電力取引について
の指針｣に記載する方向で検討することとしてはどうか。
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論点③結果ー応札結果の検証
 容量オークション結果の検証結果の検証項目については、第20回容量市場検討会において諸外国の事例

等を踏まえて、集計対象等を議論・検討されており、その整理を踏まえて、広域機関では、毎年、容量市場の
市場競争の状況について検証レポートにより公表を行うこととしている。

第20回容量市場検討会 資料4容量オークション結果の検証方法について


